
四日市市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱 

平成21年２月13日 

     告示第16号 

（目的） 

第１条 この要綱は、四日市市が発注する建設工事及び建設工事に関する測量調査設計業務（以下「建

設工事等」という。）について、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、そ

の者が適格である場合に落札を決定する事後審査型条件付一般競争入札（以下「事後審査型入札」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図るとともに適正な

契約の履行に資することを目的とする。 

（対象工事及び資格要件） 

第２条 一般競争入札の対象となる建設工事等（以下「対象工事等」という。）及び参加できる者の資

格要件は、設計金額が 500 万円以上となる建設工事等においては、四日市市請負工事入札参加資格

審査会に諮り、その他の建設工事等においては、工事担当課長の意見を徴して、市長が決定するも

のとする。 

（入札の公告） 

第３条 事後審査型入札を実施するときは、四日市市契約施行規則（昭和 39 年四日市市規則第 12 号）

第 24 条に規定する事項のほか、次に掲げる事項も併せて公告するものとする。 

(1) 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認に必要な書類（以下

「参加資格確認申請書等」という。）の提出方法に関する事項 

(2) 入札参加資格確認審査及び落札者の決定方法に関する事項 

(3) その他入札に関し必要な事項 

（入札参加資格） 

第４条 一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者 

(2) 現行の四日市市請負工事入札参加資格者名簿に登録されている者であって、次に定める建設工

事等の種別ごとにそれぞれアからカまでに掲げる者 

  ア 建設工事 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定による許可を有する者 

  イ 測量業務 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 55 条第１項の規定による登録を受けている

者 

  ウ 建築物の設計業務 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第 1 項の規定による登録を

受けている者 

  エ 建設コンサルタント業務 建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年建設省告示 717 号）第２

条の規定による登録を受けている者 

オ 地質調査業務 地質調査業者登録規程（昭和 52 年建設省告示第 718 号）第２条第１項による

登録を受けている者 

カ 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程（昭和 59 年建設省告示第 1341 号）

第２条第１項の規程による登録を受けている者 

(3) 公告から入札時までの期間において、市から入札参加資格停止等を受けていない者 

(4) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者 

(5) その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者 



（設計図書等の閲覧） 

第５条 対象工事等についての設計図書等は、原則として公告の日から入札日の前日まで閲覧できる

ものとし、閲覧できる時間帯は市役所執務時間内とする。 

２ 対象工事等についての設計図書等は、当該入札に参加しようとする者で購入を希望する者は、申

し出ることができる。 

（現場説明会） 

第６条 現場説明会は原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、

事前に公告において明らかにするものとする。 

（入札書等の提出） 

第７条 事後審査型入札に参加しようとする者は、公告において示す方法により次に掲げる書類を提

出しなければならない。 

(1) 入札書 

(2) 参加資格確認申請書等 

（簡易審査） 

第８条 市長は、開札の前に次の各号の項目について簡易審査を行うものとし、公告の際に提示した

条件を満たさない者の行った入札は無効とする。 

(1) 業種登録 

(2) 対象ランク又は総合点 

(3) 完成工事高 

 (4) 建設業許可の種類 

(5) 住所要件 

（開札） 

第９条 市長は、開札の結果、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者の

うち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者の入札参加資格の審査のため落札

決定を保留し、開札を終了するものとする。 

（落札者の決定） 

第１０条 市長は、落札候補者から提出された参加資格確認申請書及び確認申請書等を審査した結果、

入札参加資格を満たしていることが確認された場合、当該落札候補者を落札者と決定し、速やかに

落札決定をした旨を通知するものとする。 

２ 前項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことが確認された場合、当該落

札候補者は失格とし、次に低い価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし、資格を満たす者

が現れるまで順次審査を行うものとする。 

３ 市長は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認したときは、当該落札候補者に

速やかにその旨を通知するものとする。 

（入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明） 

第１１条 入札参加資格を満たしていないことが確認された者は、前条第３項の通知を受けた日の翌

日から起算して２日以内に、書面によりその理由について説明を求めることができる。 

２ 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して２日以内に、

書面により回答するものとする。 

（入札保証金及び契約保証金） 



第１２条 入札保証金は、これを免除するものとする。 

２ 契約保証金は、四日市市契約施行規則に定める契約保証金を納めなければならない。 

（入札の執行） 

第１３条 工事費内訳書の提出を求めた対象工事等については、入札執行時に工事費内訳書を提出し

なければならない。 

２ 希望価格を設定する入札においては、希望価格を超えて入札する場合、入札執行時に工事費内訳

書を提出しなければならない。 

３ 談合情報があったときは、入札を中止するか、入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の

数を減ずることができる。 

（建設工事以外の準用） 

第１４条 建設工事等以外で事後審査型入札を実施する場合は、この要綱を準用するものとする。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、事後審査型入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年２月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、告示の日から施行する。 

 


